
資料 １ 

横浜市ホームレス自立支援施設はまかぜ指定管理者選定委員会 

 

選 定 委 員 ・ 事 務 局 名 簿 

 

選定委員（五十音順） 

岩井 清 保護司・神奈川県薬物乱用防止指導員 

佐藤 真理子 横浜市民生委員・児童委員 

新保 美香 明治学院大学社会学部助教授 

須田 幸隆 横浜市社会福祉士会会長 

横山 茂 福祉局生活福祉部長 

 

 

 

 

 

事務局 

冨田 和彦 福祉局援護対策担当課長 

市川 裕章 福祉局援護対策担当係長 

水原 伸浩 福祉局援護対策担当 
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指定管理者制度の概要 
【地方自治法改正による指定管理者制度の導入】 
 「公の施設」の管理運営主体については、地方自治法により公共的団体等に限られていましたが、地方自治法の一
部を改正する法律が平成１５年９月２日から施行され、民間事業者にも管理運営を委ねられるようにする指定管理者

制度が設けられました。 

 これにより、管理委託をしている「公の施設」については、施行日から３年以内（平成１８年９月１日まで）に、原則とし

て指定管理者制度に移行することとなりました。 

【制度創設の目的】 
 指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の
能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものです。   

【管理委託制度（従来）と指定管理者制度との違い】 
 従来は公共団体等に限定されていた管理運営主体が民間事業者にまで広げられたこと以外にも、主に下の表のよ
うな相違点があります。 

  管理委託制度  《改正前》 指定管理者制度  《改正後》 

管理運営主体 

（市が施設の管

理運営を委ねる

相手方） 

 公共団体、公共的団体、市の出資法人等

に限定 

 相手方を条例で規定 

 民間事業者を含む幅広い団体（個人は除く） 

 議会の議決を得て指定 

権限と業務の範

囲 

 施設の設置者たる地方公共団体との契約

に基づき、具体的な管理の事務又は業務

の執行を行う。 

 施設の管理権限及び責任は、設置者たる

地方公共団体が引き続き有し、施設の使用

許可権限は委託できない。 

 施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行

わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。

 設置者たる地方公共団体は、管理権限の行使は行わ

ず、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて

指示等を行う。 

条例で規定する

内容 
 委託の条件、相手方等を規定 

 指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理

の基準及び業務の範囲を規定 

契約の形態  委託契約 
 協定 

 指定管理者の指定は、地方自治法上の「契約」には該

当しないため、同法に規定する「入札」の対象ではない。

【今後の対応】 
 改正地方自治法で定められた経過措置期間が終わる平成１８年９月１日までに、従来外郭団体等に委託してきた
施設については、原則として指定管理者制度に移行することになります。 

 指定管理者の選定方法については、原則として公募を実施し、管理団体を選定します。 

【選定委員の概要】 
 「公の施設」の管理運営の指定を希望し、応募してきた団体のうちから、 
・施設の利用に関する不当な差別的取扱いが行なわれるおそれのない団体 

・設置目的に則した効率的、効果的な管理を行うことができる団体 

・施設の管理を安定して行う人的・物的能力を有する団体 

・その他必要と認める事項を満たす団体 

 の各条件を満たす団体を公平かつ適正に選定します。市は指定管理者の決定にあたり、選定委員会の意見を聴か

なければなりません。 
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横浜市ホームレス自立支援施設はまかぜの概要 

１ 事業概要 
市内の道路・公園・河川敷など屋外で生活する者等で自立への援助を必要とする者を自

立支援宿泊所に入所させ、生活相談・指導及び就労援助等を通じて自立を支援する。 
２ 施設の概要 

(1) 名称    横浜市ホームレス自立支援施設はまかぜ 
(2) 所在地   横浜市中区寿町４丁目１３番地１ 
(3) 施設規模  鉄筋コンクリート造り 地下１階地上７階 
(4) 施設内容  （延床面積 約 3,200㎡） 

地下１階：発電機室、倉庫 
１階：駐車場、事務・守衛室、荷物用ＥＶ室、アラーム弁室・ＰＳ、 
２階：職業相談室、居室、脱衣室、洗濯室、談話室、当直室(男子)、女子更衣室、当

直室(女子)、 
３階：入所者面接室、多目的室、食堂、アラーム弁室・ＰＳ、下処理室、事務室、

洗濯室、休憩室、倉庫、休憩室(厨房用) 
４階：居室、アラーム弁室、洗面室、浴室、脱衣室、リネン室 
５階～７階：居室、脱衣室、アラーム弁室・ＰＳ，洗面室、事務室、リネン室 

 (5) 利用定員  226名 
 (6) 利用期間  30日以内。ただし、福祉保健センター長が認める場合は 180日を限度

として 30日を超えて利用できる。福祉保健センター長はまた、退所日が横浜市の休庁
日にあたる場合については、その日以降の最初に来る開庁日まで利用期間を延長して

利用を許可することができる。ただし、年末年始時期の退所予定日の調整については

福祉局長が行うものとする。 
 (7) 運営根拠法令 
   横浜市ホームレス自立支援施設条例 
   横浜市ホームレス自立支援施設条例施行規則 
   横浜市ホームレス自立支援施設運営要綱 
   ホームレス自立支援事業実施要綱（国） 
３ 現運営団体 
 社会福祉法人 神奈川県匡済会 理事長 原 範行 
４ 職員数 

施設長 事務員 生活指導員 看護師 職業相談員（職安より派遣） 

１名 １名 ２２名 １名 ３名 
５ 援助内容 

宿泊援護 
食事・衣類・日用品等の提供 
入所期間（原則 30日以内、最大 180日以内） 

自立援護 
生活相談及び指導、居宅確保等への援助（あんしん入居事業等） 
公共職業安定所職業相談員による職業相談・紹介 

健康診断 健康診断の実施、健康相談 
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横浜市のホームレス対策の概要 

 

１  ホームレス自立支援事業（平成６年９月事業開始） 

  市内の道路・公園・河川敷など屋外で生活する者等で自立への援助を必要とする者を、福祉保健センタ

ーから自立支援施設「はまかぜ」に入所させ、生活相談・指導及び就労援助等を通じて自立を支援します。 

(1) 処遇内容 

 宿泊援護  食事・衣類・日用品等の提供 

 入所期間（原則３０日以内、最大１８０日以内）、定員２２６名 

 自立援護  生活相談及び指導、居宅確保等への援助（あんしん入居事業等） 

 公共職業安定所から派遣された職業相談員による職業相談・紹介 

 

 健康診断  健康診断の実施、健康相談 

  平成１２年５月より緊急一時保護施設から自立支援宿泊所に制度変更 

 (2)事業実績 

     延べ入所者数                              （人） 

  11 年度入所者 12  年度入所者 13年度入所者  14年度入所者  15年度入所者  

  自立支援宿泊所  ２,４０２  ２,１０７  ２,５０４   ２,４７４   ２,０２２ 

※ 入所定員は平成１２年４月まで１００人、平成１２年５月より１３４人、１２年８月 

より２０４人、１５年６月より２２６人。（平成１３年３月までの定員は、まつかげ宿泊所に南浩

生館の３０人を含む。） 

  

２ ホームレス総合相談推進事業 

（１）ホームレス巡回相談指導事業（平成１６年４月事業開始） 

昭和５４年１１月から関内駅周辺を中心にホームレスに対し、必要な助言、指導等を行う目的で夜間

街頭相談を開始し、平成６年１１月からは、関係局区と自立支援宿泊所が連携し、毎月２回程度、関内

駅周辺及び横浜駅周辺等において実施してきました。 

平成１６年４月には、ホームレス巡回相談室を新たに設置し、夜間街頭相談との統合を図るとともに、

関係機関と連携し、相談員及び看護師等が市内の巡回を行い、ホームレスに対して面談の実施や必要な

指導、健康相談を行っています。 

（２）ホームレス総合相談推進協議会 

巡回相談を効果的に行うため、学識経験者、地域住民、ホームレス支援団体等を委員とする「ホーム

レス総合相談推進協議会」を設置しています。 

   

 

 

３ ホームレス緊急一時宿泊事業（シェルター事業）（平成１６年１１月事業開始） 

主に中区中村川沿いの定住型ホームレスに対して、公共用地からの移動を働きかけ、健康状態の悪化防

止と生活環境の改善を図り、ホームレスからの脱却を促進することを目的に、緊急一時的な宿泊場所(シ

ェルター）を平成１６年１１月に設置しました。 
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概要 

名称 中村川寮 

設置場所 中区松影２丁目（旧まつかげ宿泊所跡地） 

 宿泊援護  洗濯、シャワーの提供 

入所期間（原則６か月以内、最大１年以内） 

定 員 ３０名 

 自立援護  生活相談及び指導、 

 健康診断  健康診断の実施 

 

 

４ ホームレス衛生改善事業（平成１６年８月事業開始） 

  寿福祉プラザ内に設置されているシャワー室において、給食援護等を受けた者を対象にシャワーの援

護を行 

  

参考 

横浜市寿福祉プラザ事業（１６年４月事業開始） 
平成１５年６月にホームレス自立支援施設が新築棟へ移転し、自立支援施設「はまかぜ」として事業を

開始しました。 

改修棟（障害者施設跡）には、寿生活館２階で相談を行ってきた本市直営機関が平成１６年４月に移転

し寿地区対策担当として１階で相談事業を開始しています。改修棟には、巡回相談室の事務所、２階には、

中区法外援護窓口があり、３階では介護予防型デイサービス事業が行われています。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中区福祉保健事業 
（介護予防型 

デイサービス等） 
年末年始対策事業 

（宿泊援護） 

自立支援施設 
「はまかぜ」 

新 築 棟 
開設 平成１５年６月 
延床  3,200㎡ 

自立支援施設「はまかぜ」 

改 修 棟 
開設 平成１６年４月 
延床  1,770㎡ 
中区法外給付窓口  
中区福祉保健事業  
年末年始対策事業  
生 活 相 談  等  
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福祉局援護対策担当

1 調査概要
目　的 ホームレス自立支援施策等の基礎資料収集

時　期 平成16年8月
調査区域 市　域
方　法 目視による概数の把握

体　制 (福)神奈川県匡済会、福祉局

公園、公共建物、地下等の屋外で小屋、ダンボール、テント等の方法で

寝起きしている者。（自立支援施設等の入所者は対象外とした。）

2 調査結果

人数 男性 女性 定住型 移動型 滞在か所数

659 646 13 379 280 106

3 区別人数
区名 人数 男性 女性 区名 人数 男性 女性

鶴見 45 45 0 金沢 18 18 0

神奈川 49 49 0 港北 36 36 0

西 92 83 9 緑 8 8 0

中 340 338 2 青葉 1 1 0

南 27 27 0 都筑 2 2 0

港南 9 8 1 戸塚 13 13 0

保土ヶ谷 11 10 1 栄 1 1 0

旭 1 1 0 泉 0 0 0

磯子 3 3 0 瀬谷 3 3 0

4 場所別人数
場所 人数 比率 場所 人数 比率

公園 201 30.5% 駅周辺 68 10.3%
公共建築物 67 10.2% 民間建築物 36 5.5%
河川 178 27.0% 地下街 49 7.4%
高架下 29 4.4% その他 31 4.7%

5 過去の調査との比較
(1)　男女別人数・屋外形態・滞在か所数
調査年 総数 男性 女性 定住型 移動型 定住割合 移動割合 滞在か所

９年８月 371人 365人 6人 109人 262人 29.4% 70.6% 84か所
１０年８月 439人 431人 8人 110人 329人 25.1% 74.9% 83か所
１１年８月 794人 786人 8人 178人 616人 22.4% 77.6% 96か所
１２年８月 627人 617人 10人 206人 421人 32.9% 67.1% 88か所
１３年８月 602人 595人 7人 241人 361人 40.0% 60.0% 98か所
１４年８月 712人 700人 12人 343人 369人 48.2% 51.8% 115か所
１５年１月 470人 460人 10人 295人 175人 62.8% 37.2% 79か所
１５年８月 531人 523人 8人 284人 247人 53.5% 46.5% 79か所
１６年８月 659人 646人 13人 379人 280人 57.5% 42.5% 106か所

　　　　　　平成１６年度　横浜市ホームレス概数調査結果

調査対象者
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(2)　区別人数
区名 ９年 １０年 １１年 １２年 １３年 １４年 １５年 １６年

鶴見 29 21 44 65 70 92 30 45
神奈川 18 20 24 21 21 26 20 49
西 50 83 84 86 50 69 67 92
中 196 244 534 353 338 376 306 340
南 16 8 32 17 19 21 21 27
港南 3 4 9 4 5 1 0 9
保土ヶ谷 8 12 12 11 14 5 11 11
旭 0 0 1 0 0 1 1 1
磯子 0 1 1 1 0 4 1 3
金沢 11 15 15 20 18 19 11 18
港北 16 19 20 34 45 53 32 36
緑 0 0 0 0 2 6 6 8
青葉 1 0 1 0 0 5 2 1
都筑 1 0 0 3 7 7 4 2
戸塚 22 11 12 9 11 21 11 13
栄 0 1 5 3 1 4 5 1
泉 0 0 0 0 1 1 3 0
瀬谷 0 0 0 0 0 1 0 3

（参考）　他都市のホームレス数

平成14年度
平成15年1月
(全国調査)

平成15年度 平成16年度

東京都 5,600 6,361 5,656 5,651
川崎市 836 829 1,038 1,028
名古屋市 1,738 1,788 (1,788) 1,418
大阪市 (8,660) 6,603 (6,603) (6,603)

(3)　場所別人数
場所 ９年 １０年 １１年 １２年 １３年 １４年 １５年 １６年

公園 112 119 316 233 204 240 143 201
公共建築物 101 135 179 163 175 155 128 67
河川 49 44 135 108 127 199 157 178
高架下 10 6 27 25 30 23 17 29
駅周辺 27 52 52 62 22 25 17 68
民間建築物 39 53 55 12 22 52 51 36
地下街 27 26 28 18 13 9 14 49
その他 6 4 2 6 9 9 4 31

合計 371 439 794 627 602 712 531 659

6 調査結果から
(1)ホームレスの総数は前年比約10％の増となっています。18区のうち、12区で増、4区で減少
　しました。
(2)ホームレスが確認できない区が1区ありました。
(3)滞在か所数は、昨年調査時79か所から今回106か所へ、27か所増加しています。
(4)屋外の生活形態では、軽装で手荷物を持った移動型の者が42.5％、小屋、テント等による定住型
　の者は57.5％となり、昨年調査時の移動型46.5％、定住型53.5％と比較して、定住型の比率が
　若干高くなっています。

※　大阪市の平成14年度結果は、平成10年8月の調査
　　 また、平成15年度以降は調査実施せず
※　川崎市は、平成15年度より調査範囲を全市に拡大
※　名古屋市は、平成16年6月調査結果（国、県管轄地域含
む）
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選定委員会 時期 事務局

第１回選定委員会開催
・選定委員会委員長の選出
・指定管理者選定プロセスの検討
・公募要項、選定基準について

7月15日

第２回選定委員会開催
・公募要項の検討及び決定
・選定基準の検討及び決定

8月31日午後

9月
広報「よこはま」で指定管理者公募の周知
横浜市ホームページに掲載

9月20日 公募要項の配付開始

公募要項等の質問については随時受付

施設見学会実施

10月26日 公募要項の配付終了

10月24～26日 指定希望団体の応募受け付け

第３回選定委員会開催
・書類審査、ヒアリングの実施
・指定管理者の選定

11月中旬

11月下旬 選定結果の通知

指定管理者の選定結果についてホーム
ペ
ージに掲載。

横浜市ホームレス自立支援施設指定管理者選定までのスケジュール

〜
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ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 
平成１４年８月７日 

法律第１０５号 
 
第一章 総則 
（目的） 
第一条 この法律は、自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされた

者が多数存在し、健康で文化的な生活を送ることができないでいるとともに、地域社会

とのあつれきが生じつつある現状にかんがみ、ホームレスの自立の支援、ホームレスと

なることを防止するための生活上の支援等に関し、国等の果たすべき責務を明らかにす

るとともに、ホームレスの人権に配慮し、かつ、地域社会の理解と協力を得つつ、必要

な施策を講ずることにより、ホームレスに関する問題の解決に資することを目的とする。 
 
（定義） 
第二条 この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の

施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。 
(ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標等) 
 
第三条 ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標は、次に掲げる事項とする。 
一 自立の意思があるホームレスに対し、安定した雇用の場の確保、職業能力の開発等

による就業の機会の確保、住宅への入居の支援等による安定した居住の場所の確保並び

に健康診断、医療の提供等による保健及び医療の確保に関する施策並びに生活に関する

相談及び指導を実施することにより、これらの者を自立させること。 
二 ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在する地域を中心

として行われる、これらの者に対する就業の機会の確保、生活に関する相談及び指導の

実施その他の生活上の支援により、これらの者がホームレスとなることを防止すること。 
三 前二号に掲げるもののほか、宿泊場所の一時的な提供、日常生活の需要を満たすた

めに必要な物品の支給その他の緊急に行うべき援助、生活保護法(昭和二十五年法律第百
四十四号)による保護の実施、国民への啓発活動等によるホームレスの人権の擁護、地域
における生活環境の改善及び安全の確保等により、ホームレスに関する問題の解決を図

ること。 
２ ホームレスの自立の支援等に関する施策については、ホームレスの自立のためには

就業の機会が確保されることが最も重要であることに留意しつつ、前項の目標に従って

総合的に推進されなければならない。 
 
 



資料 ８ 

 

（ホームレスの自立への努力） 
第四条 ホームレスは、その自立を支援するための国及び地方公共団体の施策を活用す

ること等により、自らの自立に努めるものとする。 
 
（国の責務） 
第五条 国は、第三条第一項各号に掲げる事項につき、総合的な施策を策定し、及びこ

れを実施するものとする。 
 
（地方公共団体の責務） 
第六条 地方公共団体は、第三条第一項各号に掲げる事項につき、当該地方公共団体に

おけるホームレスに関する問題の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施するもの

とする。 
 
（国民の協力） 
第七条 国民は、ホームレスに関する問題について理解を深めるとともに、地域社会に

おいて、国及び地方公共団体が実施する施策に協力すること等により、ホームレスの自

立の支援等に努めるものとする。 
 
第二章 基本方針及び実施計画 
（基本方針） 
第八条 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、第十四条の規定による全国調査を踏まえ、

ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を策定しなけれ
ばならない。 
２ 基本方針は、次に掲げる事項について策定するものとする。 
一 ホームレスの就業の機会の確保、安定した居住の場所の確保、保健及び医療の確保

並びに生活に関する相談及び指導に関する事項 
二 ホームレス自立支援事業(ホームレスに対し、一定期間宿泊場所を提供した上、健康
診断、身元の確認並びに生活に関する相談及び指導を行うとともに、就業の相談及びあ

っせん等を行うことにより、その自立を支援する事業をいう。)その他のホームレスの個々
の事情に対応したその自立を総合的に支援する事業の実施に関する事項 
三 ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在する地域を中心

として行われるこれらの者に対する生活上の支援に関する事項 
四 ホームレスに対し緊急に行うべき援助に関する事項、生活保護法による保護の実施

に関する事項、ホームレスの人権の擁護に関する事項並びに地域における生活環境の改

善及び安全の確保に関する事項 
五 ホームレスの自立の支援等を行う民間団体との連携に関する事項 



資料 ８ 

 

六 前各号に掲げるもののほか、ホームレスの自立の支援等に関する基本的な事項 
３ 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、基本方針を策定しようとするときは、総務大臣

その他関係行政機関の長と協議しなければならない。 
 
（実施計画） 
第九条 都道府県は、ホームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施するため必要

があると認められるときは、基本方針に即し、当該施策を実施するための計画を策定し

なければならない。 
２ 前項の計画を策定した都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、ホ
ームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施するため必要があると認めるときは、

基本方針及び同項の計画に即し、当該施策を実施するための計画を策定しなければなら

ない。 
３ 都道府県又は市町村は、第一項又は前項の計画を策定するに当たっては、地域住民

及びホームレスの自立の支援等を行う民間団体の意見を聴くように努めるものとする。 
 
第三章 財政上の措置等 
（財政上の措置等） 
第十条 国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を推進するため、その区域内に

ホームレスが多数存在する地方公共団体及びホームレスの自立の支援等を行う民間団体

を支援するための財政上の措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。 
 
（公共の用に供する施設の適正な利用の確保） 
第十一条 都市公園その他の公共の用に供する施設を管理する者は、当該施設をホーム

レスが起居の場所とすることによりその適正な利用が妨げられているときは、ホームレ

スの自立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、法令の規定に基づき、当該施設の

適正な利用を確保するために必要な措置をとるものとする。 
 
第四章 民間団体の能力の活用等 
（民間団体の能力の活用等） 
第十二条 国及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施する

に当たっては、ホームレスの自立の支援等について民間団体が果たしている役割の重要

性に留意し、これらの団体との緊密な連携の確保に努めるとともに、その能力の積極的

な活用を図るものとする。 
 
（国及び地方公共団体の連携） 
第十三条 国及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施する
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に当たっては、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。 
 
（ホームレスの実態に関する全国調査） 
第十四条 国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策の策定及び実施に資するため、

地方公共団体の協力を得て、ホームレスの実態に関する全国調査を行わなければならな

い。 
 
附 則 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 
 
（この法律の失効） 
第二条 この法律は、この法律の施行の日から起算して十年を経過した日に、その効力

を失う。 
 
（検討） 
第三条 この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、その施行の

状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと

する。 
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○横浜市ホームレス自立支援施設条例 

平成１５年２月２５日 

条例第１号 

 

（設置） 

第１条 都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活

を営んでいる者（以下「ホームレス」という。）に対し、一時的な宿泊場所を提供す

るとともに、生活指導等を行い、その自立を支援するため、横浜市ホームレス自立支

援施設はまかぜ（以下「自立支援施設」という。）を横浜市中区に設置する。 

 

（事業） 

第２条 自立支援施設は、次の事業を行う。 

(1) ホームレスに対する一時的な宿泊場所並びに食事、衣類及び日用品等の提供 

(2) ホームレスに対する生活に関する相談及び指導 

(3) ホームレスに対する健康に関する相談及び指導並びに健康診断 

(4) ホームレスに対する雇用の場の確保に関する指導及び支援 

(5) ホームレスに対する居住の場所の確保の支援 

(6)その他前各号に準ずる事業 

 

（指定管理者の指定等） 
第３条 次に掲げる自立支援施設の管理に関する業務は、地方自治法（昭和 22年法律
第 67号）第 244条の 2第 3項の規定により、指定管理者（同項に規定する指定管理
者をいう。以下同じ。）に行わせるものとする。 
(1)  自立支援施設の施設の利用の許可等に関すること。 
(2)  前条に規定する事業の実施に関すること。 

 (3)  自立支援施設の施設及び設備の維持管理に関すること。 
 (4)  その他市長が定める業務 
２ 指定管理者は、横浜市のホームレスの自立支援に関する施策の方針を理解し、ホー

ムレスの生活状況及び自立支援施設のある地域の実情等を把握して、適切かつ公平に

ホームレスの自立支援のための事業を実施するものでなければならない。 
３ 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を

市長に提出しなければならない。 
４ 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、自

立支援施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定

管理者として指定する。 
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（指定管理者の指定等の公告） 
第４条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅

滞なく、その旨を公告しなければならない。 
 

（利用の許可） 

第５条 自立支援施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければなら

ない。 

２ 指定管理者は、前項の許可に自立支援施設の管理上必要な条件を付けることができ

る。 

３ 指定管理者は、次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。 

(1) 自立支援施設の設置の目的に反するとき。 

(2) 自立支援施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。 

(3) 自立支援施設の管理上支障があると認められるとき。 

(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。 

 

（利用の制限等） 

第６条 指定管理者は、自立支援施設の利用の許可を受けた者が次のいずれかに該当す

るときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは退所を命ず

ることができる。 

 (1) 前条第３項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

 (2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

 (3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。 

 

（委任） 

第 7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。 

 

附 則 

(施行期日) 

 この条例は、規則で定める日から施行する。(平 成 15 年 5 月 規 則 第 69 号

に よ り 同 年 6 月 1 日 か ら 施 行 ) 

 

附  則 （ 平 成 １ ７ 年 ６ 月 条 例 第 １ ４ 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

1 この条例は、公布の日から施行する。 
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(経過措置) 

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市ホームレス自

立支援施設条例第 5 条の規定によりその管理に関する事務を委託してい

る横浜市ホームレス自立支援施設については、地方自治法の一部を改正

する法律(平成 15 年法律第 81 号)附則第 2 条に規定する日までの間は、

なお従前の例による。 
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○横浜市ホームレス自立支援施設条例施行規則 

平 成 15 年 5 月 30 日  

規 則 第 70 号  

 (趣 旨 ) 

第 1 条  こ の 規 則 は 、 横 浜市 ホ ー ムレ ス 自 立支 援 施 設条 例 (平 成 15 年

2 月 横 浜 市 条 例 第 1 号 。 以 下 「 条 例」 と い う。 )の 施 行 に つ いて 必 要

な 事 項 を定 め る もの と す る。  

 

(定 員 ) 

第 2 条  横 浜 市 ホ ー ム レ ス自 立 支 援施 設 は まか ぜ (以 下 「 自 立支 援 施

設 」 と いう 。 )の 定 員 は 、 226 人 と す る 。  

 

（ 指 定 申 請 書 の 提出 等 ）  

第 3 条  指 定 管 理 者 の 指 定を 受 け よう と す るも の は 、指 定 申 請書 （ 別

記 様 式 ）を 市 長 に提 出 し なけ れ ば なら な い 。  

２  前 項 の 申 請 書に は 、 条例 第 ３ 条第 ３ 項 に規 定 す る事 業 計 画書 及 び

次 に 掲 げる 書 類 を添 付 し なけ れ ば なら な い 。  

(1) 定 款 、 寄 附 行為 、 規 約そ の 他 これ ら に 類す る 書 類  

(2) 法 人 に あ っ ては 、 当 該法 人 の 登記 簿 謄 本  

(3) 前 項 の 申 請 書を 提 出 する 日 に 属す る 事 業年 度 の 収支 計 算 書及 び

事 業 計 画書 並 び に前 事 業 年度 及 び 前々 事 業 年度 の 収 支計 算 書 及び

事 業 報 告書  

(4) 自 立 支 援 施 設の 管 理 に関 す る 業務 の 収 支予 算 書  

(5) そ の 他 市 長 が必 要 と 認め る も の  

 

 (利 用 期 間 ) 

第 4 条  自 立 支 援 施 設 を 連続 し て 利用 す る 場合 の 利 用期 間 は 、 30 日 以

内 で な けれ ば な らな い 。 ただ し 、 指定 管 理 者が 必 要 があ る と 認め る

場 合 は 、180 日 を 限 度 と し て、30 日 を 超 え て 利用 す る こと が で きる。  

 

(委 任 ) 

第 5 条  こ の 規 則 の 施 行 に関 し 必 要な 事 項 は、 福 祉 局長 が 定 める 。  

 

附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 15 年 6 月 1 日 か ら 施 行 する  
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附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布の 日 か ら施 行 す る。  
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別記様式(第３条第１項) 

指 定 申 請 書  

年   月   日  

（ 申 請 先 ）  

横 浜 市 長  

所 在 地  

申 請 者  団 体 名  

代 表 者 氏 名  

      

横浜市ホームレス自立支援施設はまかぜの指定管理者の指定を受けたいので、申請します。 

 

 

 

 

 

 

（注意）申請に際しては、次の書類を添付してください。 

（１） 事業計画書 

（２） 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

（３） 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 

（４） 指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年

度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書 

（５） 横浜市ホームレス自立支援施設はまかぜの管理に関する業務の収支予算書 

（６） その他市長が必要と認める書類 
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横浜市ホームレス自立支援施設の指定管理者の指定に関する要綱 

 
制定 平成17年7月8日  福保第1066号（局長決裁） 

 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、横浜市ホームレス自立支援施設条例第３条に規定する横浜市ホームレス自立支援

施設はまかぜ（以下「自立支援施設」という。）の指定管理者の指定を公平かつ適正に実施するための

手続を定める。 
 
（募集） 
第２条 市長は、指定管理者を公募するときは、次に掲げる事項を明示するものとする。 

(1) 自立支援施設の概要 
(2) 応募の資格 
(3) 申請を受け付ける期間（以下「申請期間」という。） 
(4) 選定の基準及び手順 
(5) 管理の基準 
(6) 管理業務の範囲及び具体的内容 
(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間（以下「指定期間」という。） 
(8) 申請に必要な書類の内容 
(9) その他福祉局長が必要と認める事項 
 
（申請） 
第３条 指定管理者の指定を受けようとする団体は次に掲げる書類を、申請期間内に市長に提出しなけ

ればならない。 
(1) 横浜市ホームレス自立支援施設条例施行規則第３条に定める指定申請書 
(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 
(3) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 
(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度、前々
事業年度の収支計算書及び事業報告書 

(5) 自立支援施設についての事業計画書 
(6)  自立支援施設の管理に関する業務の収支予算書 
(7)  設立趣旨、事業内容のパンフレット等団体等の概要がわかるもの 
(8)  前各号に掲げるもののほか、福祉局長が必要と認める書類 
 
（指定管理者の選定基準） 
第４条 市長は、前条の申請を行った団体（以下「申請団体」という。）のうちから、別に定める業務の

基準を達成し、かつ、次に掲げる選定の基準に照らし、自立支援施設の管理を行うに最も適当と認め

る申請団体を指定管理者の候補団体（以下「指定候補団体」という。）として選定するものとする。 
(1) 横浜市のホームレスの自立支援に関する施策の方針を理解し、ホームレスに対し生活指導や就業
支援等を行い、その自立を支援する等、自立支援施設の設置目的に基づく運営が図られていること。 

(2) 自立支援施設が設置されている地域の実情等を把握し、適切かつ公平に、利用者の個々の実情に
合った自立支援のための事業が実施できること。 

(3) 施設の管理経費の縮減が図られるものであること。 
(4) 指定期間中、安定した管理を行うことのできる実績及び能力を有していること。  
２ 市長は、前項の選定にあたっては、次条に定める横浜市ホームレス自立支援施設指定管理者選定委

員会の意見を聴かなければならない。 
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（指定管理者選定委員会） 
第５条 市長は指定管理者の選定にあたって意見を聴くため、あらかじめ横浜市ホームレス自立支援施

設指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置する。 
２ 選定委員会は５人以内の委員をもって組織する。 
３ 前２項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 
 
（選定結果の通知） 
第６条 市長は、第４条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請団体に通知するも

のとする。 
 
（再度の選定） 
第７条 市長は、前条の規定による通知をした後、指定候補団体を指定管理者に指定することが不可能

となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じ、指定候補団体を選定し直す必要が生じたときは、

指定候補団体となった団体を除く申請団体から、再度第４条の規定により指定候補団体を選定するも

のとする。 
  
（選定結果の報告） 
第８条 市長は、指定候補団体を選定したときは、直ちに指定管理者の指定議案を議会へ提出する手続

きをとるものとする。 
 
（協定の締結） 
第９条 指定候補団体は、指定管理者の指定を受けたときは、市長と自立支援施設の管理に関する協定

を締結するものとする。 
２ 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 指定期間に関する事項 
(2) 利用の許可等に関する事項 
(3) 第３条第５号の事業計画書に記載された事項 
(4) 本市が支払うべき経費に関する事項 
(5) 管理業務に関し保有する個人情報の保護に関する事項 
(6) 利用状況及び事業報告に関する事項 
(7) 指定の取消及び管理業務の停止に関する事項 
(8) その他福祉局長が必要と認める事項 

 
（指定の取消等） 
第 10 条 市長は、次に掲げる場合は、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により指定管理者の
指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 
 (1) 指定管理者の管理業務又は経理状況に関する報告若しくは実地調査に基づく必要な指示に従わ
ないとき。 

 (2) 指定管理者による管理を継続することが適当ではないと認めるとき。 
 
（その他） 
第11条 この要綱の実施に関し、必要な事項は福祉局長が別に定める。 
 
   附 則 
この要綱は、平成17年7月8日から施行する。 
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横浜市ホームレス自立支援施設指定管理者選定委員会運営要綱 
 

制定 平成17年7月8日  福保第1067号（局長決裁） 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、横浜市ホームレス自立支援施設はまかぜ（以下「自立支援施設」という。）

を管理運営する指定管理者の指定のため、横浜市ホームレス自立支援施設の指定管理者の指定に

関する要綱第５条の規定に基づき設置する横浜市ホームレス自立支援施設指定管理者選定委員会

（以下「選定委員会」と言う。）の組織及び運営について必要な事項を定める。 
 
（所掌事務） 
第２条 選定委員会は、自立支援施設の指定管理者の指定に関する次の事項を所掌する。 
 (1) 指定管理者の選定のプロセスに関する検討 
 (2) 選定基準に関する検討 
 (3) 公募要項に関する検討 
 (4) 自立支援施設の指定管理者として指定を受けようとする団体から提出される事業計画書等
の審査及び優秀提案者の選定 

 
（組織） 
第３条 選定委員会は、学識経験者、自立支援施設のある地域の実情に詳しい者、ホームレスの実

情に詳しい者等から福祉局長が委嘱した者をもって組織する。 
 
（委員長） 
第４条 選定委員会に委員長１名を置く。 
２ 委員長は、委員の互選により定める。 
３ 委員長は、委員会の会務を総理する。 
４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、第２項の規定に準じて選任された委員

が、その職務を代理する。 
 
（選定委員会の解散） 
第５条 選定委員会は、選定委員会が選定した指定管理者の候補団体が、市長により指定管理者に

指定された日をもって解散する。 
 
（会議） 
第６条 選定委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、第４条第２項の規定により委員長を定

めるまでの間は、福祉局長が招集する。 
２ 選定委員会の議長は、委員長が務める。 
３ 選定委員会の会議は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 
４ 会議の議事は、委員長を除く出席した委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のとき

は委員長の決するところによる。 
 
（委員でない者の出席） 
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第７条 委員長は、必要があると認めたときは、選定委員会に専門的事項に関し知識又は経験のあ

る者その他関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 
 
（委員の責務） 
第８条 委員は、公正、公平に審査を行わなければならない。 
２ 委員は、直接間接を問わず、当該事案に関する公募に参加してはならない。 
  委員が当該事案に関する公募に参加したことが判明したときには、選定委員会は委員が関与し

た指定希望団体を選考対象外とする。 
 
（守秘義務） 
第９条 委員、事務局員、その他選定委員会の場に出席した者は、選定を通じて知り得た団体や個

人に関する情報を外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、横浜市

及び選定委員会が公表した情報についてはこの限りではない。 
 
（会議の公開） 
第10条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成12年2月横浜市条例第1号）第３１条
の規定により会議は公開とする。ただし、選定委員会が認めた場合、会議の一部又は全部を非公

開とすることができる。 
 
（審査の公表等） 
第11条 選定委員会における審査結果等は、市長が指定管理者として選定した後に公表する。 
２ 選定委員会は指定管理者の選定過程に係る公平性、透明性を確保するため、選定委員会の議事

録を整備するものとする。 
 
（事務局） 
第11条 選定委員会の事務局は、福祉局生活福祉部援護対策担当が行う。 
 
（委任） 
第12条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮
って定める。 

 
   附 則 
 この要綱は、平成17年7月8日から施行する。 
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